
西宮市立高木北小学校いじめ防止基本方針 

西宮市立高木北小学校 

１ 本校の方針 

本校は、平成２８年４月１日に高木小学校から分離して設立された新設校である。『共に語り、共に考

え、共に創る』を学校教育目標とした。学校が地域の核となり、学校・家庭・地域がつながり、道徳・人

権教育、特別支援教育を学級・学年・学校経営の基盤に据え、知・徳・体のバランスのとれた子の育成に

取り組む。 

児童が自分で考えて行動し、諸活動に全力で取り組み、豊かな人間関係の中で安心して生き生きと学ぶ

ことができるよう、確かな学級経営を行い、研修により教職員の対応能力や資質向上を図る。そして、学

年・全校体制で児童をきめ細かく見守り、家庭や地域、関係機関と連携・協働体制を築いて、いじめを抑

止し人権を守る土壌を育み、いじめを許さない学校づくりを推進する。 

そのために、日常の指導体制を定めていじめの未然防止を図り、その早期発見・早期対応に取り組むと

ともに、いじめを認知した場合は適切に且つ速やかに解決するために、「いじめ防止基本方針」（いじめ防

止全体計画）を定める。 

 

２ 基本的な考え方 

本校は、公共交通機関の要所にある立地上、転出入児童が年度の途中でも多く、地域社会の絆や人間関

係が希薄になりがちである。そこで、集団登校、縦割り活動、あいさつ推進などで、児童の自尊心や愛校

心、規範意識、つながり、思いやりの心を育む取組を進めていく。また、全家庭や地域住民がさまざまな

支援をして児童を見守っている。集団登校の見守りや学校ボランティア活動、スポーツ活動、地域行事な

どで学校教育に側面から協力し、児童の様子を見守り、成長を支援してもらっている。学校は、学校運営

協議会を中心に地域・ＰＴＡの諸会議で学校の現状を説明し、課題を協議し、情報共有し、教育活動のさ

らなる充実を図る。また、幼・保・小連携、小中一貫教育を通し、児童の育ちや状況を確実に引き継ぐよ

うに取り組む。 

いじめについては、いじめはどの子供にもどの学級でも起こりうるとの認識の下、平素から学年・学校

体制を強固にし、「いじめ発見・対応システム」を構築し、組織的対応を進める。多くの教職員の目で見

て、児童の学校生活や家庭生活の状況、些細な変化を敏感にキャッチして情報を共有し、積極的にいじめ

を認知し、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に努める。担任・学年・生徒指導・管理職・関係機関

への報告・相談の道筋も徹底していく。 

教職員が児童とともに家庭・地域の協力を得て、いじめを抑止して人権を守る土壌をつくり、いじめを

許さない学校づくりを推進し、以下の体制を構築し取組を推進する。 

 

３ いじめ防止等の指導体制・組織的対応 

（１） 日常の指導体制 

いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的

な知識を有するその他関係者により構成される日常の教育相談体制、生徒指導体制等の校内組織及び連

携する関係機関を別に定める。 



また、いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が

児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを逃さないために早期発見のための生活アンケートを含む「い

じめ発見・対応システム」を別に定める。  

別紙１ 校内指導体制及び関係機 別紙２ 「いじめ発見・対応システム」 

（２） 未然防止及び早期発見のための指導計画 

いじめ防止の観点から学校教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的

に行うため、包括的な取組の方針、いじめの未然防止のための取組、早期発見の在り方、教職員の資質能

力向上を図る校内研修などを示した、年間指導計画を別に定める。  

別紙３ 年間指導計画 

（３） いじめを認知した際の組織的対応 

いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共

有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた緊急時の組織的対応を別に定める。  

別紙４ 緊急時の組織的対応 

４ 重大事態への対応 

（１） 重大事態とは 

重大事態とは、「いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める

とき」で、いじめを受ける児童の状況で判断する。本校の場合、例えば、身体に重大な障害を負った場合、

金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。 

また、「いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める

とき」であるが、「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とする。ただし、

児童が一定期間、連続して欠席しているような場合には、適切に調査し、校長が判断する。 

さらに、児童や保護者からいじめられているという申立てがあったときは学校長が判断し、適切に対応

する。 

（２） 重大事態への対応 

校長が重大事態と判断した場合、直ちに、市教育委員会に報告するとともに、学校が主体となって、い

じめ対策委員会に専門的知識及び経験を有するスクールカウンセラー、SSW 等を加えた組織「いじめ対

応チーム」で調査し、事態の解決に当たる。 

なお、事案によっては、市教育委員会が設置する「学校問題解決支援チーム」に相談し、事態の解決に

向けて対応する。 

 

５ その他の事項 

家庭・地域から信頼される学校を目指している本校は、これまでも情報の発信に努めてきた。いじめ防

止等についても、家庭・地域とともに取り組む必要があるため、策定した基本方針については、学校のホ

ームページなどで公開するとともに、「学校運営協議会」や PTA 会議をはじめ、高木地区青少年愛護協

議会定例会議、学年懇談会、学級懇談会、個人懇談会、家庭訪問などあらゆる機会を利用して保護者や地



域への発信に努める。 

また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、学校の基本方針が実情に即して効果的に機能

しているかについて、「いじめ対策委員会」を中心に点検し、必要に応じて見直す。学校の基本方針を見

直すに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から「学校運営協議会委員」の意見を取り入れる

など、いじめの防止等について、保護者や地域の意見を積極的に収集するように留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



校内指導体制及び関係機関                               別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校いじめ防止基本方針  ・いじめを許さない姿勢 

・風通しのよい職場環境   ・保護者・地域との連携 

管理職 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ認知⇒早期解決への取組 

 

・アンケート結果、報告等情報の整理・分析 

・いじめが疑われる案件の事実確認・判断 

・要配慮児童への全校体制 

・保護者への対応 

 

いじめ対応チーム 

 
臨時開催 

 
【構成員】 校長、教頭、生徒指導担当、 

主幹教諭、学年主任、担任、該当学年教員、 

養護教諭、特別支援教育コーディネータ

ー、SC、SSW など 

スクールカウンセラー など 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ認知⇒解決への方針 

 

・基本方針の見直し、改善 

・年間指導計画の作成、実施、改善 

・校内研修の企画・実施 

 

いじめ対策委員会 
定期開催 

 
【構成員】校長、教頭、生徒指導担当、 

主幹教諭、校内支援担当、養護教諭、 

特別支援教育コーディネーター、 

人権教育担当、教育課程担当、担任 

 

 

■学習指導・学級経営の充実 

・学習規律・生活規律づくり 

・学び合う、共感し合う集団づくり 

・分かる授業づくり・教師の資質向上 

■特別活動の充実 

・学級活動の充実 

・行事への主体的参加 

■教育相談の充実 

・面談の定期開催 

・SC、SSW の活用 

■特別支援教育・人権教育の充実 

・人権意識の高揚 

■情報教育の充実 

・情報モラルの指導の充実 

■保護者・地域との連携 

・学校いじめ防止基本方針等の周知 

・学校公開、授業参観・懇談の実施 

・地域行事への積極的参加 

未然防止 

 
 

■情報の収集 

・教員の観察による気づき 

・養護教諭からの情報 

・児童・保護者・地域からの情報 

・登下校指導 

・休み時間の観察 

・生活アンケート、遊びの調査の実施 

・面談における情報(児童・保護者) 

■相談体制の確立 

・教育相談窓口の設置・周知 

・SC、SSW の活用 

■情報の共有 

・報告・連絡・相談の徹底 

・職員会議等での全職員の情報共有 

・要配慮児童の実態把握 

・次年度への引き継ぎ事項の徹底 

早期発見 

 



   別紙２ 

「いじめ発見・対応システム」（観察・アンケート・調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【いじめ発見・対応のシステム】（観察・アンケート・調査） 

１、 担任等による日常生活の観察。 

□ 机を離されている               □ プロレス技・馬乗り等を一方的にやられている 

□ 仲間はずれにされている            □ 必要以上に責められている 

□ 発表すると冷やかされる            □ いやな仕事を押し付けられている 

□ ものを壊されたり、隠されたりする       □ 児童の表情          ・・・など 

２、児童の実態を様々な角度からつかむため、「生活アンケート」を６月・１１月・２月に実施。 

【手順】 

（１）緊急度を把握するために、「お金を出せと言われて取られたことがありますか」等の問いに対し、「ある」「ない」の

みでなく、「１・２回」「３・４回」「５回以上」と記し、丸をつけさせる。（数字が物語る） 

（２）１分以内で終わるアンケートとする。５～１０問程度。 

（３）「先生に知ってほしいことがあったら自由に書いてください」などの、「その子が時間をかけて書いている、すなわ

ちいじめを受けたり、知っていたりすることが周りに分かってしまう」項目は入れない。 

（４）被害児童への配慮として、集め方も工夫する。 

例：教師が大きな袋を持って立ち、その中に、アンケートを二つ折りにして入れさせる。子どもの見ている前で袋

にガムテープを巻いて封をする（教室に置いたままにはしない）など。 

（５）該当児童から詳しく聞き取り、事実関係を把握する。 

（６）学級担任からあがってきたものを、学年ですべてチェックし、対応を協議する。 

（７）いじめと判断した場合もしくはいじめが疑われる場合は、その日のうちに管理職と生活指導担当に報告する。 

（８）基本的には学年生活指導を中心に、２４時間以内に学年で対応策を考え、取り組み、検証、解決していく。場合に

よっては、いじめ対応チームで対応策考え、取り組み、検証、解決へ。（管理職が解決を確認） 

（９）解決後も学年会・生活指導部会・職員会議で定期的にその児童の状態を交流するものとする。 

３、学級担任、学年教師が一人ぼっちの児童を把握し教師が意図的に働きかけ、一人ぼっちの児童を減らすために「遊び 

の調査」を５月・１０月・１月に実施。 

【手順】 

① 上記の期間の中で、業間休みか昼休みに児童の様子を観察し、一人ぼっちの児童を名簿などで記録。 

② 三日間一人ぼっちだった児童を「遊びの調査」プリントに記入。 

③ 学年生活指導を中心に、学年会で交流し、対応策を考える。 

④ 解決するまで、対応策→検証→評価→対応策のサイクルを繰り返す。 

⑤ 学年生活指導が解決を確認する。 

以上の「観察」「アンケート」「調査」の中で、担任等による日常生活の「観察」を特に大切にする。 

 

【 アンケート、調査だけに頼らないようにする 】 



【生活アンケート】  ～中学年用(全学年項目は共通)～ 

２０２３年度
ねんど

１学期
がっ き

高木

たかぎ

北
きた

小学校

しょうがっこう

生 活

せいかつ

アンケート（ ）年（ ）組（ ）番名前（          ） 

１学期が始まってから今日き ょ う

まで に、次のような いやなことをされたことがあります

か？ あてはまるものに ○
ま る

をつけましょう。（もう なかなおりしていることは書きません。） 

 

① 理由もなく、なぐられたり、けられたりしたことがありますか？ 

ない  /  ある （ １・２回   ３・４回   ５回よりたくさん ） 

② 先生や 大人の人が いないところで、いやなことをされたり、悪口
わ る ぐ ち

を 言われたり  

したことがありますか？ 

ない  /  ある （ １・２回   ３・４回   ５回よりたくさん ） 

③ 遊びのとき、なかまはずれに されたことはありますか？ 

ない  /  ある （ １・２回   ３・４回   ５回よりたくさん ） 

④ 「それをかせよ」「これかりるよ」などと言って、自分の物を 持っていかれたまま、 

かえしてくれないことがありますか？ 

ない  /  ある （ １・２回   ３・４回   ５回よりたくさん ） 

⑤ 友だちをなぐったり、けったり、人のものをかくしたりすることが、けいさつに つれて 

いかれる悪
わる

いことだと 知っていましたか？ 

知っていた    /    知らなかった 

みなさんが 楽しい 学校生活を 送
おく

ることができるように、 

先生たちは このアンケートを 使っていきます。 きょう力 ありがとう。 



指導計画                                 別紙３ 

 

 

 

 

 

未然防止に向けた取組 

・進学前・後に中学校と、入学前・後に

幼稚園・保育所と情報交換をする。 

・居場所のある、いじめを許さない学

校・学級づくりを進める。 

・ノーチャイム、あいさつ運動、異年齢

交流、校外児童会などに取り組み、思い

やりや集団所属意識、自主・自律の心を

育てる。 

・教育環境を整え、休み時間の巡回指導

も実施する。 

・教員の人権意識や専門性を高める研

修を実施する。 

・ビオトープ経営、学年園や一人一鉢の

栽培(低学年)、平和学習・福祉学習など

の体験活動を通して児童の感性を磨

き、心の安定を得る。 

・高木地域の行事に積極的に参加し、地

域での子供たちの様子を知り、地域社

会とつながりを図る。 

 

早期発見に向けた取組 

・生活アンケートと遊びの調査は、年３

回実施する。 

・平素より学年体制で児童をきめ細か

くみて、情報交換・共通理解を確実にす

る。 

・個人懇談だけでなく、学級懇談会や校

外児童会など、さまざまな場面でより

多くの大人の目で見て、早期発見に取

り組む。 

 職員会議等 未然防止の取組 早期発見の取組 

4 月 いじめ対策委員会 

指導方針計画作成 

学級づくり 

地域行事参加 

参観・学級懇談会 

校外児童会 

家庭訪問 

5 月  校内支援全体会 

人権教育研修 

家庭訪問 

遊びの調査① 

6 月  オープンスクール 

地域行事参加 

学校運営協議会 

人権教育地区別研修会 

生活アンケート① 

オープンスクール 

7 月  地域行事参加 

カウンセリングマインド

研修 

民生委員懇談会 

個人懇談会 

 

8 月  特別支援教育研修 

人権教育研修 

情報教育研修 

防災教育研修 

 

9 月  コンサルテーション  

10 月  地域行事参加 

人権教育地区別研修会 

生活アンケート② 

人権参観・懇談会 

11 月  学校保健委員会 

西同教 

遊びの調査② 

12 月  地域行事参加 

学校運営協議会 

カウンセリングマインド

研修 

個人懇談会 

1 月  防災学習週間 

地域行事参加 

人権教育地区別研修会 

遊びの調査③ 

2 月  入学・進学前の連絡会 

学校見学会 

学校運営協議会 

生活アンケート③ 

参観・学級懇談会 

3 月 いじめ対策委員会 

本年度のまとめ 

校内支援全体会 

地域行事参加 

校外児童会 

事
案
発
生
時 

 

い
じ
め
対
応
チ
ー
ム 

緊
急
職
員
集
合 
職
員
会
議 

生
徒
指
導
・
校
内
支
援
・
特
別
支
援
教
育
部
会 

 

人
権
教
育
・
道
徳
部
会 

生
活
の
観
察 



緊急時の組織的対応                                  別紙４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        管理職 

 

 

 

 

 

 

■被害者やいじめを知らせてくれた児童等に十分配慮し、事実確認をする。 

・いじめを発見した時は、ただちに加害者、被害者の双方から事実関係を聞き取り、聞き取った内容につ

いては周辺児童からも状況を聞き取り確認する。 

・必要に応じて、全校あるいは全学年のアンケートを実施する。 

■双方の保護者に説明をする。  

・被害者の意向に十分配慮して対応する。 

■双方の保護者と関係教職員を交えて、関係改善を行うとともに、周囲への指導も行う。 

 

 

 

 

 

 

いじめ認知報告 

↓ 

調査方針・方法決定 

↓ 

徹底した事実確認 

↓ 

指導方針の決定・指導体制の編成 

↓ 

対応班編制 

 

 

 

 

 

いじめ認知 

生徒指導部 

いじめ対応チーム 

校長・教頭 いじめ対策委員会 

【構成員】 校長、教頭、生徒指導担当、 

主幹教諭、学年主任、担任、該当学年教員、 

養護教諭、特別支援教育コーディネータ

ー、SC、SSW など 

スクールカウンセラー など 

 

西宮市教育委員会 

・学校保健安全課 

・特別支援教育課 

・学校問題解決支援チーム 

県、その他の相談機関 

・西宮警察 33-0110 

・児童・母子支援課 

・西宮こども家庭センター 

・西宮少年サポートセンター 

・民生委員・児童委員など 

ネット上のいじめ等 

｢ネットいじめ情報｣相談窓口 

06-4868-3395 

など 

職
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会
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学
校
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重大事案 

マスコミへの対応 

対応班による 

いじめ解消に向けた具体的な取組 

解決 

継続的指導・支援・ケア 再発防止・未然防止活動 

報告 

共通理解 

必要に応じて 

説明 

招集・指揮 

報告 

支援 

支援 

支援 

相談 

相談 


